


貸付金の償還について、口座振替を利用いただく場合、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を
本会より金融機関に提出しております。金融機関において、本依頼書・申込書に記載されている口座
名義、口座番号、届出印等を照合した後、口座登録が完了します。
　金融機関に、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の記載内容を照合した結果、一致しない
場合は、預金者（借受人）に本依頼書・申込書の記載内容を訂正いただくことが必要となり、償還金の
口座振替開始が遅れることとなります。
　ご提出いただく際には預金者（借受人）ご本人の自筆・届出印にてお願いいたします。「預金口座振
替依頼書・自動払込利用申込書」に記入する内容が不明な場合は、預金者（借受人）本人が金融機関に
直接お問い合わせていただくようお願いします。（預金者以外の者が金融機関に照会しても回答いた
だけません。）
　また、この口座振替依頼書で提出いただいた口座は、特例貸付すべての償還用口座として登録手続
きをさせていただきます。

■預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書の提出に伴う留意点について■


